
日
本
の
近
世
に
お
け
る
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」
の
関
係
は
非
常
に（１）

暖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
両
者
に
対
す
る
一
定
し
た
呼
称
は
無
か
っ
た
。

形
式
上
は
日
本
国
の
元
首
た
る
地
位
を
有
す
る
が
実
質
的
な
政
治
的

権
力
を
喪
失
し
た
京
都
御
所
の
主
人
と
、
形
式
上
は
日
本
国
の
元
首

た
る
地
位
を
有
し
な
い
が
実
質
的
な
最
高
権
力
者
で
あ
る
江
戸
城
の

主
人
と
に
対
し
て
、
我
々
は
通
常
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」
と
い
う
呼

称
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
近
世
の
用
例
は
そ
の
よ
う
に
統
一
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
朝
廷
」
と
「
幕
府
」
と
い
う
語

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
為
政
者
や
政
体
に
対
す
る
呼

は
じ
め
に

新
井
白
石
の
国
家
構
想
ｌ
国
王
復
号
・
武
家
勲
階
制
の
検
討
を
通
じ
て
Ｉ

称
の
暖
昧
な
状
況
は
、
日
本
近
世
国
家
の
権
力
構
造
を
投
影
し
た
も

の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」
の
そ
れ
ぞ
れ
を
如

何
に
定
義
し
、
両
者
を
如
何
に
関
係
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
は
、
近

世
の
思
想
家
に
と
っ
て
最
大
の
ア
ポ
リ
ァ
で
あ
り
且
つ
そ
の
思
想
が

試
さ
れ
る
試
金
石
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」
、
あ
る
い
は
「
朝
廷
」
と
「
幕
府
」

と
い
う
呼
称
が
近
代
以
降
定
着
す
る
契
機
の
一
つ
と
な
っ
た
の
が
、

（
２
）

一
八
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
大
政
委
任
論
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
の
動

揺
や
対
外
関
係
の
変
動
を
背
景
に
し
て
、
「
天
皇
」
は
日
本
国
の
元

首
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
、
「
将
軍
」
は
「
天
皇
」
か
ら
政
治
的

実
権
を
「
委
任
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
大
政
委
任
論
と
、
武
家
も
含

め
て
全
て
の
人
民
を
「
天
皇
」
の
臣
民
と
し
て
位
置
づ
け
る
「
王
臣
」

大

川

真
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論
と
が
寛
政
期
以
降
の
幕
府
の
公
式
見
解
と
し
て
表
明
さ
れ
る
こ
と

（
３
）

を
藤
田
覚
氏
は
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
大
政
委
任
論
や
「
王
臣
」
論

と
は
異
な
る
論
理
構
成
を
用
い
て
、
「
幕
府
」
支
配
の
正
統
化
を
図

っ
た
の
が
新
井
白
石
（
一
六
五
七
’
一
七
二
五
）
で
あ
る
。
彼
の
建
議

を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
家
宣
政
権
の
治
政
は
、
「
正
徳
の
治
」
と
呼

ば
れ
る
。
こ
の
正
徳
の
治
の
な
か
で
も
、
「
そ
れ
が
中
、
復
号
の
御

事
こ
そ
、
第
一
の
難
事
な
り
つ
れ
」
（
『
折
り
た
く
柴
の
記
』
中
）
と
白

石
が
苦
心
し
た
の
が
国
王
復
号
で
あ
っ
た
。
国
王
復
号
は
、
宝
永
六

年
（
一
七
○
九
）
に
白
石
が
進
言
し
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
二
に
朝

鮮
通
信
使
が
来
訪
し
た
際
に
実
行
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
寛
永
十
三

年
（
一
六
三
六
）
以
来
朝
鮮
か
ら
日
本
宛
の
国
書
で
使
わ
れ
て
き
た
「
将

軍
」
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
「
日
本
国
大
君
」
が
、
「
日
本
国
王
」

に
改
め
ら
れ
、
ま
た
近
世
初
頭
以
来
使
わ
れ
て
き
た
日
本
か
ら
の
返

書
中
の
「
将
軍
」
の
自
称
で
あ
る
「
日
本
国
源
某
」
が
、
「
日
本
国

王
源
某
」
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

国
王
復
号
は
、
後
に
太
宰
春
台
か
ら
「
英
断
ニ
テ
義
二
当
レ
ル
事

也
」
（
享
保
十
四
年
．
一
七
二
九
年
『
経
済
録
』
）
と
称
さ
れ
る
一
方
で
、

雨
森
芳
洲
や
中
井
竹
山
な
ど
か
ら
激
し
い
非
難
を
浴
び
た
。
ま
た
、

近
代
に
入
っ
て
も
「
国
王
と
称
し
、
某
廟
と
称
す
。
其
他
の
名
義
皆

（
４
）

王
朝
と
ひ
と
し
く
す
。
是
白
石
の
罪
を
万
世
に
得
る
所
以
な
り
」

（
内
藤
趾
嬰
）
、
「
外
朝
鮮
に
対
し
て
国
体
の
礼
を
正
さ
む
が
た
め
に
、

識
ら
ず
知
ら
ず
、
内
皇
室
の
尊
厳
に
触
れ
奉
っ
た
の
は
遺
憾
と
言
は

（
５
）

ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
上
田
万
年
）
と
鐸
々
た
る
思
想
家
か
ら
も
論
難
を
受

け
た
。
も
ち
ろ
ん
山
路
愛
山
な
ど
白
石
の
賛
美
者
も
い
る
が
、
近
世

か
ら
近
代
ま
で
白
石
の
国
王
復
号
説
は
物
議
を
醸
し
続
け
る
の
で
あ

ブ
（
》
○

研
究
史
に
お
い
て
も
白
石
の
国
王
復
号
説
は
重
要
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
中
で
も
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
国
王
復
号
説
に
お
け
る
白

石
の
「
尊
皇
」
観
の
位
置
づ
け
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
栗
田
元
次
氏
、

宮
崎
道
生
氏
の
研
究
で
あ
る
。
栗
田
元
次
氏
は
、
将
軍
に
国
王
の
号

を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
国
王
と
同
格
に
し
、
将
軍
が
臣
従

し
て
い
る
天
皇
の
格
を
渭
国
皇
帝
と
等
し
い
格
た
ら
し
め
、
天
皇
の

権
威
を
国
際
的
に
確
保
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
白
石
の
国
王
復
号
説

に
あ
っ
た
と
し
、
従
来
佐
幕
家
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
白

（
６
）

石
に
、
尊
皇
家
の
面
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
宮
崎
道
生
氏

は
、
白
石
が
あ
く
ま
で
対
外
的
な
立
場
か
ら
国
王
復
号
を
行
っ
た
の

で
あ
り
、
将
軍
を
名
実
共
に
国
王
の
地
位
に
引
き
上
げ
よ
う
と
い
う

底
意
は
な
い
と
し
、
三
浦
周
行
氏
が
白
石
を
「
幕
臣
と
し
て
将
軍
本

（
７
）

（
８
）

位
の
尊
皇
家
で
あ
っ
た
」
と
位
置
づ
け
た
論
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
。

以
上
の
研
究
で
は
、
国
王
復
号
説
を
対
朝
鮮
・
清
と
の
外
交
儀
礼
と

い
う
対
外
的
な
面
か
ら
考
察
し
、
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」
の
身
分
的

な
上
下
関
係
を
主
と
し
て
解
明
し
て
い
る
。
続
い
て
注
目
す
べ
き
は
、

近
年
、
新
た
な
且
つ
大
胆
な
白
石
像
を
提
示
し
て
い
る
ケ
イ
ト
．

Ｗ
・
ナ
カ
イ
氏
の
研
究
で
あ
る
。
氏
は
、
白
石
の
政
治
戦
略
が
、
将
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軍
家
と
天
皇
家
に
そ
れ
ぞ
れ
分
有
さ
れ
て
い
た
「
征
伐
」
・
「
礼
楽
」

（
９
）

と
い
う
「
王
権
」
の
総
体
を
、
将
軍
に
統
一
し
て
併
せ
持
た
せ
る
こ

と
に
よ
り
名
実
共
に
真
の
王
者
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
論
じ
、
従
来
の
、
白
石
の
「
尊
皇
」
思
想
を
主
た
る
考
察
の
関

（
岨
）

心
と
す
る
研
究
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

白
石
の
国
王
復
号
説
に
関
す
る
研
究
史
は
、
戦
前
か
ら
か
な
り
の

蓄
積
を
得
て
い
る
が
、
以
下
の
点
で
問
題
を
残
し
て
い
る
と
私
は
考

豈
え
う
（
句
Ｏ

ま
ず
一
点
目
は
、
白
石
が
「
将
軍
」
と
「
天
皇
」
に
相
応
し
い
称

号
と
し
て
、
ど
ち
ら
も
「
天
子
」
と
い
う
号
を
付
さ
な
か
っ
た
こ
と

の
意
味
を
十
分
に
考
察
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
「
天
子
」
と
「
王
」

と
い
う
称
号
が
意
味
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
近
世
の
思
想
家
に
よ

っ
て
は
区
別
せ
ず
用
い
、
両
者
と
も
同
じ
内
容
を
指
し
示
し
て
い
る

場
合
が
あ
る
が
、
白
石
は
「
天
子
」
「
天
皇
」
「
国
王
」
と
い
う
三
つ

の
称
号
を
明
確
に
区
別
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
天
皇
」
「
国

王
」
号
に
対
す
る
白
石
の
定
義
に
は
、
彼
の
国
家
構
想
が
色
濃
く
反

映
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
政
治
構
想
を
読
み
解
く
上
で
重
要
な
問
題
が

存
在
し
て
い
る
。
白
石
が
将
軍
へ
「
王
権
」
の
総
体
を
一
元
化
し
よ

う
と
す
る
政
治
構
想
を
抱
い
て
い
た
と
す
る
ナ
カ
イ
氏
の
見
解
は
、

結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
「
天
子
」
「
天
皇
」
「
国
王
」
に
対
す

る
白
石
の
定
義
を
正
し
く
ふ
ま
え
て
い
な
い
と
い
う
誤
謬
を
犯
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
栗
田
、
宮
崎
両
氏
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
点

に
関
す
る
考
察
が
あ
ま
り
に
も
不
十
分
で
あ
り
、
白
石
の
所
論
に
お

け
る
「
国
王
」
号
を
「
天
子
」
と
同
様
の
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て

扱
う
錯
綜
も
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
国
王
復
号
説
に
関
す
る
一
連
の

著
作
群
を
綿
密
に
考
証
し
、
白
石
が
「
天
子
」
「
天
皇
」
「
国
王
」
と

い
う
三
つ
の
称
号
の
意
味
す
る
内
容
を
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

た
か
明
ら
か
に
し
た
い
・

二
点
目
は
、
栗
田
・
宮
崎
両
氏
の
研
究
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国

王
復
号
説
を
対
外
的
な
観
点
に
偏
向
し
て
考
察
し
、
国
王
復
号
説
が

対
外
的
（
対
朝
鮮
）
な
課
題
、
国
内
的
な
課
題
の
双
方
に
答
え
る
も

の
と
し
て
う
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
国
王
復
号
説
は
、
朝
鮮
国
と
の
敵
礼
の
構
築
と
い
う
要
請
か
ら

提
示
さ
れ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
対
外
的
な
立
場
か
ら
の
所
説

と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
徳
川
政
権
と
「
朝
廷
」

と
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
威
の
領
域
を
確
定
し
、
日
本
国
家
の

権
力
構
造
を
、
幕
閣
や
諸
大
名
、
ま
た
「
朝
廷
」
に
対
し
て
明
示
し

よ
う
と
す
る
白
石
の
戦
略
が
、
国
王
復
号
説
に
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
本
稿
は
、
白
石
が
対
時
し
た
対
外
的
な
課
題
・
国
内
的
な
課

題
の
双
方
を
明
ら
か
に
し
、
国
王
復
号
に
よ
っ
て
そ
れ
に
ど
の
よ
う

に
応
え
よ
う
と
し
た
か
解
明
し
て
い
き
た
い
。

三
点
目
は
、
白
石
の
国
家
構
想
を
、
国
王
復
号
説
の
み
で
な
く
、

武
家
勲
階
制
の
提
唱
・
『
読
史
余
論
』
で
展
開
さ
れ
る
歴
史
論
な
ど

を
包
括
し
て
考
察
す
る
と
い
う
分
析
視
角
が
、
従
来
の
研
究
で
は
不
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十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
徳
川
政
権
に
「
天
命
」

が
下
っ
た
と
さ
れ
る
「
読
史
余
論
』
の
所
説
と
、
国
王
復
号
説
と
が

ど
の
よ
う
な
有
機
的
な
関
連
を
有
す
る
の
か
。
ま
た
、
徳
川
政
権
に

先
行
す
る
武
家
政
権
に
対
す
る
評
価
や
批
判
は
、
国
王
復
号
説
に
ど

の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
が
研
究
史
の
な

か
で
提
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
原
因
は
、
前
述
の
分
析
視
角
を
欠
落

し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
白
石
と
い
う
思
想
家
を
対
象

と
す
る
際
に
、
彼
の
様
々
な
著
作
で
展
開
さ
れ
る
歴
史
思
想
や
政
治

思
想
が
有
機
的
な
連
関
を
持
ち
得
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
。
諸
分
野
に
及
ぶ
広
範
な
白
石
の
知
の
総
体
は
、
後
代
の
知

識
人
か
ら
評
価
さ
れ
た
よ
う
な
ザ
イ
ン
た
る
性
質
を
持
つ
一
方
で
、

そ
れ
が
「
堯
舜
」
の
治
世
を
当
代
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
極
め
て
強

固
な
意
志
に
裏
付
け
さ
れ
た
ゾ
ル
レ
ン
た
る
性
質
を
根
幹
に
は
有
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
と
視
座
に
基
づ
き
、
白
石
が
意

図
し
て
い
た
国
家
構
想
の
全
体
像
の
再
構
成
を
試
み
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

は
じ
め
に
国
書
に
お
け
る
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」
の
呼
称
に
つ
い

て
、
白
石
は
、

一
、
国
王
復
号
説
に
つ
い
て

本
朝
天
子
御
事
、
異
朝
に
し
て
は
天
皇
と
も
又
は
天
王
と
も
称

し
ま
い
ら
せ
、
将
軍
家
の
御
事
を
ぱ
国
王
と
称
す
。
朝
鮮
の
諸

（
皿
）

書
に
見
え
し
所
も
又
し
か
也
。

と
い
う
よ
う
に
「
天
皇
」
と
「
国
王
」
と
を
相
応
し
い
称
号
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
。
こ
の
「
天
皇
」
と
「
国
王
」
の
呼
称
の
そ
れ
ぞ
れ

が
具
体
的
に
意
味
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
威
令
や
国
政
の
実
行
、
軍

事
権
の
掌
握
に
よ
っ
て
両
者
が
区
分
さ
れ
る
。

異
朝
の
天
子
日
本
の
国
王
に
書
を
贈
ら
れ
し
事
は
此
時
を
以
て

始
と
す
べ
し
。
然
る
に
世
の
人
相
伝
て
蒙
古
の
天
子
我
朝
の
天

子
に
害
を
贈
ら
れ
し
な
ど
申
す
事
は
然
る
べ
か
ら
ず
。
此
時
の

書
式
は
大
蒙
古
国
皇
帝
奉
書
日
本
国
王
と
題
せ
ら
れ
き
。
こ
れ

は
我
国
と
上
下
の
分
い
ま
だ
定
ま
ら
ざ
る
が
故
と
見
え
た
り
。

〈
（
前
略
）
此
頃
本
朝
の
天
皇
の
威
令
国
中
に
行
は
れ
ず
。
大
小

の
政
事
は
鎌
倉
殿
の
沙
汰
と
し
て
北
条
家
の
は
か
ら
ひ
に
出
し

（
吃
）

事
は
、
世
祖
よ
く
ノ
‐
～
知
り
給
ひ
し
所
也
・
〉

其
後
明
の
代
に
日
本
天
皇
日
本
国
王
の
御
事
を
わ
か
ち
し
る
し

て
、
天
皇
の
御
事
は
国
事
に
与
ら
ず
、
兵
馬
を
つ
か
さ
ど
ら
ず
。

（
過
）

た
Ｆ
世
々
国
王
の
供
奉
を
享
け
給
ふ
由
を
し
る
せ
り
。

（
Ｍ
）

ま
た
著
名
な
柳
川
一
件
に
お
け
る
国
害
改
霞
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分

で
、
「
将
軍
」
と
い
う
呼
称
の
使
用
が
対
外
的
に
好
ま
し
く
な
い
理

由
を
以
下
の
よ
う
に
白
石
は
考
え
た
。

其
後
元
和
二
年
の
通
使
来
り
し
時
に
僧
禄
司
前
南
禅
崇
伝
長
老
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〈
即
金
地
院
也
〉
国
害
を
草
す
べ
し
と
聞
え
て
、
柳
川
豊
前
守

調
興
（
割
注
省
略
）
、
長
老
に
使
を
遣
し
て
、
前
年
の
国
書
に
日

本
国
王
と
記
さ
れ
ず
候
御
事
、
日
本
い
ま
だ
一
統
に
帰
せ
ず
と

み
え
し
由
を
以
て
朝
鮮
の
君
臣
申
す
事
ど
も
候
に
付
て
、
此
度

の
国
害
も
其
式
に
候
は
ん
に
は
存
る
所
あ
る
よ
し
信
使
等
ひ
そ

（
妬
）

か
に
議
し
申
由
を
告
し
ら
せ
…
…
。

（
略
）

東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
一
軍
の
将
と
い
う
意
味
し
か
有
し
な
く
、

そ
の
実
際
の
在
り
方
と
乖
離
す
る
「
将
軍
」
と
い
う
呼
称
を
対
外
的

に
使
用
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
り
、
「
一
統
」
即
ち
日
本
国
家
の

統
一
者
で
あ
る
こ
と
を
対
外
的
に
表
明
す
る
「
日
本
国
王
」
号
こ
そ

が
相
応
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
白
石
の
構
想
に
お
い
て
、
「
天
子
」

と
い
う
呼
称
が
、
「
天
皇
」
「
将
軍
」
共
に
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
白
石
の
「
天
子
」
に
対
す
る
定
義
に
つ
い
て
、
次
の

二
点
か
ら
考
察
し
た
い
。
一
つ
は
、
「
天
命
を
受
け
て
国
に
君
た
る

人
の
称
」
藷
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
）
と
い
う
儒
家
の
伝
統
的
な
定

義
で
あ
る
。
こ
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
白
石
の
歴
史
論
に
お
い
て
天

（
Ⅳ
）

命
が
授
与
さ
れ
た
と
さ
れ
る
徳
川
「
将
軍
」
が
当
代
の
「
天
子
」
た

る
に
適
っ
た
存
在
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
白
石
は
も
う
一
つ

の
伝
統
的
な
定
義
を
踏
ま
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
『
論
語
』
巻
八
季

子
篇
に
あ
る
「
孔
子
日
、
天
下
有
道
、
則
礼
楽
征
伐
自
天
子
出
」
と

（
肥
）

い
う
定
義
で
あ
る
。
ナ
カ
イ
氏
ら
が
指
摘
し
た
通
り
、
「
礼
楽
」
「
征

伐
」
共
に
兼
備
し
た
為
政
者
が
、
「
天
子
」
た
る
に
相
応
し
い
と
い

う
観
念
は
、
『
読
史
余
論
』
に
展
開
さ
れ
る
「
天
子
」
観
の
一
つ
の

根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
「
天
子
」
観
を
ふ
ま

え
た
上
で
、
天
命
が
授
与
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
将
軍
」
に
、
「
天
子
」

と
い
う
呼
称
を
付
さ
な
か
っ
た
白
石
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
白
石
は
、
国
政
や
軍
事
権
な
ど
の
「
征
伐
」
を
完
全

に
掌
握
し
て
い
る
の
は
「
将
軍
」
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
「
朝
廷
」

に
伝
わ
る
宮
廷
儀
礼
や
雅
楽
な
ど
の
「
礼
楽
」
に
関
し
て
は
、
「
天
皇
」

を
そ
の
源
泉
的
地
位
に
あ
る
者
と
し
て
措
定
し
た
の
で
あ
る
。

天
朝
与
天
為
始
、
天
宗
与
天
不
墜
。
天
皇
即
是
真
天
子
、
非
若

西
士
歴
朝
之
君
、
以
人
継
天
易
姓
代
立
者
。
是
故
礼
楽
典
章
、

（
的
）

万
世
一
制
。

白
石
の
脳
裏
に
は
、
周
知
の
通
り
、
「
サ
ラ
バ
当
家
ニ
オ
キ
テ
武
家

ノ
旧
儀
ニ
ョ
リ
テ
、
万
代
ノ
礼
式
ヲ
議
定
ア
ル
ベ
キ
ハ
、
マ
コ
ト
ニ

（
幻
）

百
年
ノ
今
日
ヲ
以
テ
、
其
期
也
ト
ハ
申
ス
ベ
シ
」
（
『
武
家
官
位
装
束
考
』
）

と
い
う
礼
楽
百
年
後
制
定
論
と
い
う
構
想
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の

場
合
の
「
礼
楽
」
と
は
、
「
武
家
ノ
旧
儀
」
を
基
に
し
た
武
家
儀
礼

を
指
し
て
お
り
、
儒
教
に
お
い
て
社
会
秩
序
の
形
成
や
風
俗
教
化
に

（
別
）

重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
る
「
礼
楽
」
と
は
そ
の
様
相
を
異
に

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
白
石
は
、
理
想
的
な
治
世
を
実
現
さ
せ
る
た

め
に
、
「
武
家
ノ
旧
儀
」
の
再
興
だ
け
で
は
な
く
、
「
天
皇
」
を
そ
の

源
泉
と
す
る
儀
礼
や
雅
楽
の
導
入
も
不
可
欠
な
要
素
と
考
え
て
い
た
。
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例
え
ば
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
二
、
朝
鮮
通
信
使
来
訪
の
際
に
、

「
朝
廷
」
に
伝
わ
る
雅
楽
を
演
奏
さ
せ
た
り
、
前
年
の
宝
永
七
年
（
一

七
一
○
）
に
は
、
中
御
門
天
皇
の
即
位
式
拝
観
の
際
に
、
「
朝
廷
」
に

伝
わ
る
儀
礼
の
調
査
に
努
め
た
事
実
等
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語

っ
て
い
る
。

「
天
命
」
を
喪
失
し
た
が
、
「
礼
楽
」
の
源
泉
者
た
る
地
位
を
辛
う

じ
て
保
持
し
て
い
る
「
天
皇
」
と
、
「
天
命
」
を
授
与
さ
れ
「
礼
楽
」

を
除
く
全
て
の
国
政
（
も
ち
ろ
ん
「
征
伐
」
も
含
め
て
）
を
手
中
に
収
め

る
「
国
王
」
と
い
う
図
式
が
国
王
復
号
説
に
見
ら
れ
る
白
石
の
主
要

な
政
治
構
想
の
一
つ
で
あ
る
。
ナ
カ
イ
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
白

石
が
「
将
軍
」
を
し
て
「
礼
楽
」
「
征
伐
」
共
に
兼
備
し
た
真
の
王

者
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
「
将
軍
」
に
「
王
」
で
は
な
く
「
天

子
」
と
い
う
呼
称
を
与
え
た
上
で
、
「
将
軍
」
の
権
力
の
創
出
を
図

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
を
見
落
と
し
て
、
白
石
の
政
治
構
想
が

「
将
軍
」
に
「
王
権
」
の
一
元
化
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
ナ

カ
イ
氏
の
立
論
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
栗
田
・
宮
崎
両

氏
の
研
究
で
は
、
「
国
王
」
号
を
「
天
子
」
号
と
同
様
の
内
容
を
示

す
も
の
と
す
る
不
注
意
が
見
ら
れ
、
「
国
王
」
号
と
「
天
皇
」
号
と

の
身
分
的
な
上
下
関
係
を
考
察
す
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
白
石
の
定

義
に
お
け
る
「
天
皇
」
号
・
「
国
王
」
号
の
そ
れ
ぞ
れ
が
内
含
す
る

統
治
機
能
の
内
実
ま
で
は
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
。
再
度
言
う
が
、

白
石
が
「
将
軍
」
を
「
天
子
」
で
は
な
く
、
「
王
」
と
し
て
定
義
し

た
こ
と
は
、
彼
の
国
家
構
想
を
読
み
解
く
上
で
の
要
点
で
あ
り
、
従

来
の
研
究
が
見
落
と
し
て
い
た
点
で
あ
る
。

「
国
王
」
と
「
天
皇
」
と
の
定
義
に
つ
い
て
、
白
石
が
苦
心
し
た

の
は
、
「
将
軍
」
と
「
天
皇
」
の
身
分
的
な
位
置
関
係
で
あ
る
。
寛

永
二
十
年
（
一
六
四
三
に
、
朝
鮮
王
か
ら
「
将
軍
」
へ
の
宛
名
を
、

「
日
本
国
大
君
」
と
改
め
さ
せ
た
主
要
な
理
由
の
一
つ
が
、
「
王
」
号

は
「
天
子
」
を
意
味
し
、
「
将
軍
」
が
「
国
王
」
を
自
称
す
る
こ
と
は
、

「
天
皇
」
に
対
し
て
不
敬
に
当
た
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮

で
は
、
国
家
の
最
高
権
力
者
が
、
「
王
」
で
あ
り
、
そ
の
上
位
に
位

置
す
る
も
の
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
日
本
の
「
将
軍
」
が
「
国
王
」

を
名
乗
る
こ
と
は
、
自
ら
が
無
上
の
尊
称
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
が
当
時
の
幕
閣
や
学
者
に
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
議
論
の
再
発
を
回
避
す
る
た
め
に
白
石
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

フ
（
句
○

或
は
ま
た
自
ら
日
本
国
王
と
称
せ
ら
る
べ
き
御
事
は
本
朝
天
子

の
御
事
に
疑
ひ
あ
り
と
申
す
べ
き
歎
。
本
朝
天
子
の
御
事
は
日

本
天
皇
と
称
し
奉
り
、
鎌
倉
京
都
代
々
の
事
を
日
本
国
王
と
称

し
申
せ
し
事
、
朝
鮮
の
害
に
見
え
し
の
み
に
あ
ら
ず
。
異
朝
の

害
ど
も
に
相
見
え
し
所
も
少
な
か
ら
ず
。
皇
と
い
ひ
王
と
い
ひ

大
小
の
字
義
同
じ
か
ら
ず
。
況
や
又
皇
に
係
に
天
を
以
て
し
て

天
皇
と
称
し
、
王
に
係
に
国
を
以
し
て
国
王
と
称
し
、
上
下
の

名
分
相
分
れ
し
事
天
地
の
位
を
易
ふ
く
か
ら
ざ
る
事
の
如
し
。
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然
ら
ば
則
ち
自
ら
国
王
と
称
せ
ら
る
べ
き
事
天
皇
の
御
事
に
お

（
亜
）

い
て
何
の
嫌
疑
に
か
相
渉
る
べ
き
。

ま
た
、

但
し
又
本
朝
の
皇
親
親
王
と
申
し
参
ら
す
れ
共
、
現
任
大
臣
の

上
に
た
、
せ
給
ふ
事
叶
ふ
く
か
ら
ざ
る
御
事
歎
。
ま
し
て
其
余

諸
王
の
御
事
に
於
て
を
や
。
さ
ら
ば
王
号
の
如
き
は
本
朝
に
於

て
は
さ
の
み
貴
み
参
ら
す
べ
き
御
事
と
も
見
え
ざ
れ
共
、
異
朝

に
し
て
は
古
も
今
も
相
通
じ
て
貴
と
す
る
所
な
れ
ば
、
異
邦
に

称
し
て
王
号
を
用
ひ
ら
れ
ん
事
、
其
事
宜
を
得
た
り
と
は
申
す

（
鱈
）

べ
し
。

「
国
王
」
は
、
国
政
や
軍
事
を
掌
握
す
る
日
本
国
家
の
統
一
者
で
あ

り
対
外
的
（
対
朝
鮮
）
に
は
尊
貴
な
印
象
を
与
え
る
が
、
国
内
で
は
「
王
」

号
は
さ
し
て
貴
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
事
実
は
な
く
、
「
天
皇
」
と

は
上
下
の
名
分
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
「
天
皇
」
の
上
に
位
置
す

る
こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
・

白
石
の
国
王
復
号
説
に
対
し
て
、
白
石
と
同
じ
く
木
下
順
庵
門
下

で
あ
り
な
が
ら
白
石
の
論
敵
で
あ
っ
た
雨
森
芳
洲
は
、
「
王
」
号
こ

（
鋤
）

そ
「
其
為
国
内
無
上
之
尊
称
、
豈
非
昭
然
歎
」
と
「
無
上
之
尊
称
」

で
あ
り
、
そ
れ
を
「
将
軍
」
が
自
称
す
る
こ
と
は
、
「
上
二
対
し
不

（
路
）

敬
な
る
儀
是
よ
り
上
有
之
間
敷
候
」
と
不
敬
こ
の
上
な
い
と
批
判
を

展
開
し
た
。
し
か
し
、
白
石
の
国
内
的
な
「
日
本
国
王
」
号
の
意
味

す
る
内
容
に
即
し
て
み
る
な
ら
ば
、
国
王
復
号
説
に
対
す
る
本
質
的

な
批
判
と
は
成
り
得
な
い
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
「
国
王
」
の
位
を
「
天
皇
」
よ
り
下
げ
て
定
義
す
る

こ
と
は
、
栗
田
氏
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
国
王
と
同
格
で
あ
る

「
将
軍
」
の
上
位
に
あ
る
「
天
皇
」
を
、
清
国
皇
帝
と
同
格
に
し
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
・
白
石
が

（
妬
）

近
衛
家
煕
に
宛
て
た
書
状
の
「
し
か
ら
ぱ
某
此
度
の
微
功
は
、
ひ
と

り
武
家
の
御
た
め
に
も
あ
ら
ず
、
天
朝
の
御
た
め
に
も
、
あ
し
か
る

べ
き
御
事
と
は
申
す
ま
じ
く
候
歎
」
と
い
う
文
言
は
栗
田
氏
の
論
拠

を
裏
付
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
国
王
復
号
説
に
見
ら
れ
る

白
石
の
構
想
は
、
「
将
軍
」
と
朝
鮮
国
王
と
の
敵
礼
の
構
築
に
あ
り
、

「
天
皇
」
を
対
外
的
な
場
面
で
持
ち
出
さ
そ
う
と
す
る
意
図
は
著
作

の
な
か
で
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
白
石
自
身
が
対
清
国
と
の
外
交
を

ど
の
程
度
ま
で
当
面
す
る
課
題
と
し
て
考
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、

彼
自
身
の
語
っ
た
言
辞
か
ら
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
白
石
の
批

判
者
で
あ
っ
た
雨
森
芳
洲
の
次
の
言
葉
か
ら
、
言
説
と
し
て
の
白
石

の
国
王
復
号
説
の
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

是
（
国
王
復
号
ｌ
大
川
注
）
ハ
公
方
様
御
自
身
而
已
を
見
申
候
而
、

日
本
国
を
忘
た
る
論
二
御
座
候
。
彼
国
弥
々
公
方
様
御
事
を
立
、

対
礼
之
害
問
被
致
事
二
候
得
ハ
、
日
本
ハ
天
子
の
国
に
成
り
、

朝
鮮
王
ハ
日
本
之
臣
下
同
格
二
成
り
、
日
本
国
之
光
栄
不
過
之

（
”
）

御
座
候
。

栗
田
氏
の
見
解
は
、
白
石
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
批
判
者
で
あ
る
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芳
洲
に
当
て
は
ま
る
。
白
石
自
身
の
意
図
を
知
る
手
立
て
は
な
い
が
、

少
な
く
と
も
白
石
の
国
王
復
号
説
と
い
う
言
説
は
、
そ
の
批
判
者
の

言
辞
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
天
皇
」
を
日
本
国
の
優
越
意
識
の

根
拠
と
す
る
日
本
型
華
夷
秩
序
を
志
向
す
る
色
合
い
は
薄
か
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
た
い
・

国
王
復
号
説
の
成
立
の
背
景
に
は
、
朝
鮮
と
の
敵
礼
の
構
築
と
い

う
対
外
的
課
題
と
、
「
朝
廷
」
と
の
従
来
の
協
調
関
係
を
維
持
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
内
的
課
題
と
が
存
在
し
て
い
た
。
上
記

の
課
題
に
対
し
て
、
対
外
的
（
対
朝
鮭
に
は
、
日
本
国
の
統
一
者

で
あ
る
こ
と
を
、
国
内
的
に
は
、
「
天
皇
」
よ
り
身
分
的
に
は
下
位

に
存
す
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
明
す
る
「
日
本
国
王
」
と
い
う
称

号
を
以
て
白
石
は
解
答
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
苦
心
の
程

は
、
「
す
べ
て
当
時
の
事
共
、
漢
語
を
も
て
う
つ
し
が
た
し
」
（
『
折

た
く
柴
の
記
』
下
）
と
い
う
口
吻
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
白

石
は
、
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」
が
権
力
編
成
の
上
位
に
存
在
す
る
日

本
の
政
体
が
漢
語
に
移
し
が
た
い
事
態
に
拱
手
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
「
国
王
」
号
に
対
し
て
、
「
天
皇
」
よ
り
下
位
に
在
り
、

且
つ
、
国
政
や
軍
事
を
掌
握
す
る
国
家
の
統
一
者
で
あ
る
者
の
称
号

と
い
う
定
義
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ア
ポ
リ
ア
に
答
え
た

の
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
国
王
復
号
説
を
、
対
外
的
な
内
容
に
偏
重

し
て
考
察
し
、
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」
と
の
身
分
的
上
下
関
係
を
焦

点
と
し
て
、
「
尊
皇
」
思
想
と
い
う
枠
組
み
か
ら
解
明
し
よ
う
と
し

た
栗
田
氏
や
宮
崎
氏
ら
の
試
み
は
一
面
的
な
理
解
に
過
ぎ
な
い
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
国
王
号
の
創
出
に
よ
っ
て
描
き
出
し
た
国
家
構

想
は
、
「
将
軍
」
を
統
治
機
能
の
総
体
を
統
括
す
る
絶
対
的
君
主
と

し
て
描
か
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
礼
楽
」
以
外
の
全
て
の
統
治
機
能

を
掌
握
し
た
国
家
の
統
一
者
で
あ
る
「
国
王
」
と
し
て
措
定
し
、

「
将
軍
」
に
よ
る
実
質
的
な
近
世
国
家
の
支
配
に
正
当
性
を
与
え
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
「
天
皇
」
を
身
分
的
に
は
「
国

王
」
の
上
位
に
存
す
る
も
の
の
、
「
礼
楽
」
の
源
泉
者
と
い
う
定
義

に
確
定
す
る
こ
と
で
、
「
天
皇
」
が
統
括
す
る
政
治
的
機
能
を
限
定

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
天
皇
」
に
対
す
る
白
石
の
定
義
は
、

禁
中
並
公
家
諸
法
度
第
一
条
の
「
天
子
御
芸
能
之
事
第
一
御
学
問
也
」

と
い
う
規
定
に
近
似
し
て
お
り
、
「
国
王
」
「
天
皇
」
号
の
確
定
は
、

結
果
と
し
て
、
近
世
初
頭
以
来
の
徳
川
政
権
に
よ
る
「
朝
廷
」
支
配

に
対
し
て
正
当
性
を
与
え
得
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

以
上
の
国
王
復
号
に
関
す
る
白
石
の
所
説
は
、
『
読
史
余
論
』
で

（
犯
）

展
開
さ
れ
る
所
説
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
。

尊
氏
よ
り
下
は
、
朝
家
は
た
ず
虚
器
を
擁
せ
ら
れ
し
ま
、
に
て
、

（
鯛
）

天
下
は
ま
っ
た
く
武
家
の
代
と
は
な
り
た
る
也
。

王
朝
既
に
お
と
ろ
へ
、
武
家
天
下
を
し
る
し
め
し
て
、
天
子
を

た
て
、
世
の
共
主
と
な
さ
れ
し
よ
し
、
そ
の
名
、
人
臣
な
り
と

い
へ
ど
も
、
そ
の
実
の
あ
る
所
は
、
そ
の
名
に
反
せ
り
。
我
す
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で
に
王
官
を
う
け
て
、
王
事
に
し
た
が
は
ず
し
て
、
我
に
っ
か

ふ
る
も
の
を
し
て
、
我
事
に
し
た
が
ふ
く
し
と
令
せ
む
に
は
、

下
、
あ
に
心
に
服
せ
む
や
。
か
つ
、
我
が
う
く
る
所
も
王
官
也
。

我
臣
の
う
く
る
所
も
王
官
也
。
君
臣
共
に
王
官
を
う
く
る
時
は
、

そ
の
実
は
君
・
臣
た
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
名
は
共
に
王
臣
也
。

（
鋤
）

そ
の
臣
、
あ
に
我
を
た
つ
と
む
の
実
あ
ら
む
や
。

足
利
尊
氏
以
降
、
武
家
が
天
下
の
実
権
を
握
り
、
朝
家
は
た
だ
「
虚

器
」
を
戴
く
形
式
的
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
当
代
の
徳
川
政
権
に
も

存
続
す
る
こ
う
し
た
政
体
に
お
い
て
、
実
質
的
に
は
君
主
で
あ
る
が

名
号
が
王
臣
で
あ
っ
た
足
利
義
満
の
臣
下
の
掌
握
の
方
式
は
、
「
名
」

と
「
実
」
が
乖
離
す
る
も
の
と
し
て
白
石
は
厳
し
く
批
判
す
る
。
ま

た
、
武
家
が
天
皇
の
権
威
を
借
り
て
政
令
を
発
す
る
在
り
方
に
対
し

て
も
白
石
は
厳
し
く
批
判
す
る
。
例
え
ば
秀
吉
の
大
名
統
制
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

島
津
に
贈
り
北
条
に
贈
ら
れ
し
書
、
皆
々
勅
旨
の
よ
し
を
称
せ

ら
る
。
ま
っ
た
く
こ
れ
天
子
を
挟
む
で
令
す
る
の
事
に
て
あ
り
。

さ
れ
ど
、
此
時
、
誰
か
は
天
子
の
令
を
つ
つ
し
む
事
を
し
る
べ

き
。
そ
の
故
に
島
津
も
北
条
も
さ
ら
に
其
旨
に
は
応
ぜ
ら
れ
き
。

お
も
ふ
に
鬼
面
を
粧
ふ
て
小
児
を
驚
す
る
ご
と
く
に
て
、
今
は

た
、
こ
れ
を
お
も
ふ
に
、
か
た
は
ら
い
た
き
事
共
な
り
。
い
か（劃）

で
我
神
祖
の
神
武
を
も
て
天
下
を
服
し
給
ひ
し
に
お
よ
ぶ
べ
き
。

こ
の
所
説
に
お
い
て
は
、
秀
吉
と
家
康
の
為
政
者
と
し
て
の
優
劣
が
、

個
人
の
道
徳
性
を
基
準
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
白
石
が
秀
吉
を
批
判
す
る
の
は
、
秀
吉
が
既
に
諸
大
名
を
屈

服
さ
せ
る
程
の
権
力
を
喪
失
し
た
天
皇
の
「
名
」
を
借
り
て
、
全
国

支
配
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
そ
の
方
式
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
「
神
祖
」
家
康
を
評
価
す
る
の
は
、
家
康
が
天
皇
の
「
名
」
を

借
り
ず
、
武
家
の
実
質
に
相
応
し
く
武
力
に
よ
っ
て
全
国
支
配
を
可

能
に
し
た
そ
の
方
式
に
あ
る
。
白
石
の
政
治
思
想
に
お
け
る
為
政
者

評
価
で
は
、
為
政
者
個
人
の
内
面
に
お
け
る
道
徳
性
の
有
無
も
問
題

と
な
る
が
、
「
名
」
と
「
実
」
の
一
致
や
乖
離
が
主
た
る
問
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
名
」
と
「
実
」

と
の
乖
離
に
対
す
る
白
石
の
批
判
は
、
一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
暴
露

と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
日
本
政
治
思
想
史
上
で
刮
目
に
値
す

る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

白
石
の
こ
の
よ
う
な
批
判
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
先
学
が

（
犯
）

指
摘
し
た
通
り
、
『
論
語
』
子
路
篇
に
見
ら
れ
る
正
名
思
想
で
あ
る
。

義
満
の
轍
を
踏
ま
な
い
た
め
に
、
「
名
」
と
「
実
」
の
一
致
を
図
り
、

白
石
は
、
当
代
の
徳
川
政
権
に
遵
用
さ
れ
得
る
制
度
を
提
言
す
る
。

も
し
此
人
を
し
て
不
学
無
術
な
ら
ま
し
か
ば
、
此
時
、
源
家
、

本
朝
近
古
の
事
制
を
考
究
し
て
、
そ
の
名
号
を
た
て
、
、
天
子

よ
り
下
れ
る
事
一
等
に
し
て
、
王
朝
の
公
卿
・
大
夫
・
士
の
外
、

六
十
余
州
の
人
民
等
、
こ
と
人
、
く
、
其
臣
た
る
べ
き
の
制
あ

（
羽
）

ら
ば
、
今
代
に
至
る
と
も
遵
用
す
る
に
便
あ
る
べ
し
。
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「
そ
の
名
号
を
た
て
、
、
天
子
よ
り
下
れ
る
事
一
等
に
し
て
、
王
朝

の
公
卿
・
大
夫
・
士
の
外
、
六
十
余
州
の
人
民
等
、
こ
と
人
～
く
、

其
臣
た
る
べ
き
の
制
」
と
い
う
制
度
の
具
体
的
な
施
策
が
、
国
王
復

号
で
あ
り
、
武
家
勲
階
制
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
武
家
勲
階
制
に
つ

い
て
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

白
石
は
、
徳
川
政
権
と
先
行
す
る
武
家
政
権
と
を
比
較
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

当
家
二
及
ビ
テ
武
家
ノ
官
位
ハ
、
公
家
当
官
ノ
外
タ
ル
ベ
シ
ト

定
メ
オ
カ
レ
シ
コ
ト
、
古
来
将
軍
ノ
代
二
超
絶
シ
玉
ヒ
シ
御
事

ト
ゾ
申
ス
ベ
シ
。
サ
レ
ド
其
叙
任
ノ
次
第
ハ
、
京
鎌
倉
ノ
代
ノ

頗
古
制
ヲ
存
ゼ
ラ
レ
シ
ニ
ハ
及
バ
ザ
ル
事
ア
リ
。
之
則
当
代
ノ

（
弧
）

御
為
二
其
遺
憾
ナ
キ
ニ
ァ
ラ
ザ
ル
歎
。

徳
川
政
権
は
、
禁
中
並
公
家
諸
法
度
の
第
七
条
で
「
武
家
之
官
位
者
、

可
為
公
家
当
官
之
外
事
」
と
定
め
、
武
家
の
任
官
の
決
定
権
を
「
将

軍
」
が
実
質
的
に
掌
握
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
官
位
の
発
給
権

は
形
式
的
に
は
「
天
皇
」
に
属
し
、
依
然
と
し
て
官
位
の
源
泉
は
「
朝

（
弱
）

廷
」
に
存
在
し
て
い
た
。
白
石
は
、
「
将
軍
」
が
官
位
の
実
質
的
な

決
定
権
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
鎌

倉
・
室
町
政
権
下
で
の
叙
任
制
度
に
は
及
ば
な
い
と
考
え
て
い
た
。

二
、
武
家
勲
階
制
に
つ
い
て

白
石
は
、
先
行
す
る
武
家
政
権
の
中
で
も
と
り
わ
け
源
頼
朝
政
権
を
、

武
家
政
治
観
を
構
想
す
る
上
で
重
要
な
指
針
を
示
す
も
の
と
し
て
い

ブ
（
》
Ｏ

武
家
ノ
旧
儀
ヲ
考
フ
ル
二
、
鎌
倉
ノ
代
ホ
ド
備
レ
ル
ハ
ナ
ヵ
リ

（
調
）

キ
。

頼
朝
ノ
卿
鎌
倉
ヲ
居
所
ト
ナ
サ
レ
テ
、
世
ノ
事
沙
汰
シ
玉
ヒ
テ
、

武
家
ノ
儀
ド
モ
イ
ミ
ジ
ク
ュ
、
シ
ク
作
リ
タ
テ
ラ
レ
、
公
家
ノ

式
ニ
モ
ョ
リ
用
上
給
ハ
ズ
、
此
事
深
ク
謀
り
遠
ク
盧
リ
玉
ヒ
シ

（
”
）

所
ア
リ
気
二
見
エ
タ
リ
。

頼
朝
の
制
定
し
た
「
武
家
ノ
旧
儀
」
で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い

て
白
石
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

朝
家
ノ
官
階
ヲ
重
ゼ
ズ
、
武
家
ノ
職
掌
ヲ
重
ゼ
シ
メ
ン
ト
ノ
御

事
ニ
テ
、
又
御
家
人
ノ
如
キ
モ
諸
国
受
領
ノ
外
ハ
、
四
府
検
非

違
使
ヲ
專
ラ
ニ
望
ミ
申
サ
レ
シ
事
モ
、
家
人
等
モ
ト
ョ
リ
武
人

ナ
リ
、
文
事
ハ
既
二
家
業
ニ
ァ
ラ
ズ
。
サ
ラ
バ
文
官
ノ
如
キ
ハ

望
ム
所
ニ
ア
ラ
ズ
。
武
職
ノ
如
キ
ハ
任
ジ
玉
ハ
ラ
バ
、
給
ハ
ル

ベ
シ
ト
ノ
御
事
ナ
リ
。
朝
家
ノ
官
階
ノ
如
キ
ハ
、
ア
ナ
ガ
チ
ニ

貴
シ
ト
玉
フ
ベ
キ
ニ
ハ
非
ズ
。
カ
ヘ
ス
ハ
ー
モ
此
心
得
武
家
二

（
犯
）

ハ
カ
ナ
ラ
ズ
思
食
忘
ル
マ
ジ
キ
御
事
歎
。

武
家
は
「
武
職
」
と
い
う
「
職
掌
」
を
第
一
に
重
ん
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
、
朝
廷
の
官
位
を
徒
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し

た
姿
勢
が
頼
朝
の
任
官
制
度
に
貫
徹
し
て
い
た
と
、
白
石
は
評
価
す
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る
の
で
あ
る
。
「
文
事
」
は
武
家
の
職
掌
で
な
く
朝
家
の
「
家
業
」

と
し
、
「
武
職
」
を
武
家
の
「
職
掌
」
と
す
る
論
理
は
、
前
述
の
通
り
、

「
礼
楽
」
の
源
泉
を
「
天
皇
」
と
し
「
征
伐
」
を
「
将
軍
」
が
掌
握

す
る
と
い
う
国
王
復
号
説
で
展
開
さ
れ
た
政
体
観
と
一
致
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
白
石
の
言
辞
の
背
景
に
は
、
当
時
の
幕
臣
た
ち
が

「
朝
奔
」
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
あ
っ
た
。

寛
永
九
年
ノ
秋
、
二
條
ノ
邸
行
幸
ノ
時
、
老
臣
ノ
ー
人
従
四
位

下
二
叙
シ
侍
従
二
任
ゼ
ラ
ル
、
是
当
代
ノ
朝
奔
卜
申
ス
ベ
シ
。

コ
レ
近
世
ノ
老
中
必
四
位
ノ
侍
従
ニ
ナ
サ
ル
、
コ
ト
ノ
始
メ
ナ

（
調
）

河
川
ノ
Ｏ

本
来
は
「
当
家
老
中
ナ
ド
申
ス
ハ
、
天
下
機
密
ノ
事
ヲ
ツ
カ
サ
ド
リ

テ
、
其
職
掌
書
ヘ
バ
朝
家
ノ
大
臣
、
武
家
ノ
執
権
管
領
等
ノ
任
二
異

ナ
ラ
ズ
」
と
い
う
職
掌
で
あ
る
べ
き
老
中
が
、
天
皇
に
近
侍
す
る
職

で
あ
る
「
侍
従
」
に
叙
せ
ら
れ
、
「
当
家
ノ
初
両
代
ノ
間
ハ
、
其
職

名
モ
奉
書
連
判
衆
ナ
ド
イ
ヒ
テ
、
其
官
五
位
、
其
禄
繕
二
万
石
ニ
ァ

マ
ル
迄
ナ
リ
」
と
五
位
で
止
ま
る
は
ず
が
、
四
位
下
と
、
よ
り
高
位

に
叙
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
老
中
の
叙
官
は
、
武
家

の
職
掌
を
軽
ん
じ
、
朝
廷
の
官
位
を
徒
に
望
む
「
朝
奔
」
に
異
な
ら

ず
、
ひ
い
て
は
、

足
利
殿
ノ
代
、
管
領
ノ
強
僧
ニ
ョ
リ
テ
、
終
ニ
ホ
ロ
ビ
玉
ヒ
シ

ニ
懲
り
玉
上
、
鎌
倉
ノ
初
例
ヲ
用
ヒ
ラ
レ
シ
歎
。
此
事
ョ
ク
大

明
ノ
太
祖
ノ
相
官
ヲ
オ
カ
ザ
リ
シ
ニ
似
タ
リ
。
必
ズ
深
キ
神
盧

（
㈹
）

ア
ル
ベ
キ
御
事
歎
。

と
、
室
町
政
権
の
蹟
き
を
決
し
て
踏
ま
な
い
た
め
に
も
老
中
の
官
位

を
高
く
し
な
か
っ
た
家
康
の
「
神
盧
」
に
反
す
る
も
の
と
し
て
厳
し

く
批
判
す
る
。

現
行
の
官
位
制
で
は
、
武
家
と
し
て
の
職
掌
を
軽
ん
じ
、
朝
廷
か

ら
授
け
ら
れ
る
官
位
を
貴
び
、
結
果
国
内
的
に
も
対
外
的
に
も
、
徳

川
政
権
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
た

（
弧
）

め
に
、
白
石
が
提
唱
し
た
の
が
、
武
家
勲
階
制
で
あ
る
。

マ
シ
テ
ャ
当
家
二
至
リ
テ
ハ
、
武
家
ノ
官
位
ハ
堂
上
ノ
外
二
定

メ
オ
カ
レ
シ
ハ
、
只
自
ラ
古
勲
階
ノ
事
二
相
同
ジ
。
サ
ラ
バ
老

中
ョ
リ
以
下
ノ
御
家
人
、
勲
一
等
二
等
ョ
リ
次
第
二
勲
十
二
等

二
至
リ
テ
、
公
家
ニ
ハ
官
位
ヲ
以
テ
其
貴
賤
ヲ
論
ジ
玉
上
、
武

家
ニ
ハ
ソ
ノ
勲
階
ト
ヲ
以
テ
、
其
高
下
ヲ
論
ゼ
ン
ニ
ハ
、
彼
是

相
妨
ル
所
モ
ナ
ク
テ
、
武
家
ノ
職
掌
モ
自
カ
ラ
貴
キ
所
ヲ
得
テ
、

異
朝
ノ
人
ノ
キ
カ
ン
所
モ
、
尤
国
体
ヲ
得
ル
所
二
モ
ァ
ル
ベ
キ

ナ
リ
。
サ
レ
ド
此
議
鎌
倉
京
ノ
代
二
、
イ
マ
ダ
其
例
ヲ
キ
カ
ザ

ル
所
ナ
レ
バ
、
タ
ャ
ス
ク
ハ
申
ガ
タ
キ
カ
。
サ
レ
ド
又
我
神
祖

ノ
武
家
ノ
官
位
ヲ
、
堂
上
ノ
外
二
定
メ
オ
カ
レ
シ
神
盧
ニ
ハ
タ

（
蛇
）

ガ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
・

白
石
の
提
唱
し
た
武
家
勲
階
制
は
、
「
朝
廷
」
を
源
泉
と
す
る
官

位
制
か
ら
武
家
の
叙
任
を
分
離
す
る
こ
と
に
狙
い
が
あ
っ
た
。
そ
の

結
果
、
武
家
と
公
家
が
位
階
を
め
ぐ
っ
て
互
い
を
侵
犯
す
る
こ
と
が
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武
家
勲
階
制
は
、
武
家
政
権
に
お
い
て
前
例
の
な
い
も
の
で
あ
る

が
、
源
頼
朝
が
武
家
の
職
掌
を
重
ん
じ
、
朝
廷
の
官
位
を
徒
に
求
め

な
か
っ
た
「
武
家
ノ
旧
儀
」
を
踏
ま
え
、
一
方
で
「
神
祖
」
家
康
が

禁
中
並
公
家
諸
法
度
第
七
条
の
「
武
家
之
官
位
者
、
可
為
公
家
当
官

之
外
事
」
と
い
う
条
文
で
示
し
た
武
家
の
官
位
制
度
の
方
向
性
を
敷

桁
し
「
神
盧
」
に
適
う
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
白
石
の
武
家
勲
階
制

は
「
神
盧
」
を
祖
述
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
先
に
も
述
べ

た
と
お
り
、
禁
中
並
公
家
諸
法
度
第
七
条
に
よ
り
武
家
叙
任
の
実
質

的
な
任
命
者
は
「
将
軍
」
と
な
っ
た
が
、
形
式
的
に
は
官
位
の
源
泉

が
依
然
と
し
て
「
朝
廷
」
に
存
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
名
」
（
現

行
の
武
家
叙
任
は
「
朝
廷
」
の
官
位
制
に
基
づ
く
）
と
「
実
」
（
「
将
軍
」
が
武

家
任
官
の
実
質
を
掌
握
す
る
）
と
が
乖
離
し
て
い
る
状
況
に
対
し
て
、

武
家
叙
任
を
「
朝
廷
」
の
官
位
制
か
ら
切
り
離
し
た
勲
階
制
に
移
行

し
、
「
将
軍
」
が
「
名
」
「
実
」
共
に
武
家
の
任
官
を
掌
握
す
る
と
い

う
斬
新
な
構
想
を
白
石
は
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
前
掲
『
読

史
余
論
』
の
主
張
と
併
せ
考
え
れ
ば
、
「
将
軍
」
は
「
天
皇
」
よ
り

一
等
下
位
に
位
置
す
る
が
、
武
家
勲
階
制
に
よ
っ
て
、
「
将
軍
」
と

全
て
の
武
士
た
ち
と
の
間
で
名
実
共
に
揺
る
ぎ
な
い
主
従
関
係
を
構

築
し
、
さ
ら
に
「
王
朝
の
公
卿
・
大
夫
・
士
の
外
、
六
十
余
州
の
人

民
等
、
こ
と
人
、
く
、
其
臣
た
る
べ
き
の
制
」
と
い
う
支
配
制
度
を

確
固
た
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

白
石
は
、
天
命
が
授
与
と
さ
れ
る
徳
川
「
将
軍
」
に
、
「
天
子
」

で
は
な
く
「
国
王
」
と
い
う
「
名
」
を
付
し
た
。
「
国
王
」
号
は
、

「
礼
楽
」
を
除
く
全
て
の
政
治
の
実
権
を
掌
握
し
、
国
家
の
統
一
者

で
あ
る
者
に
相
応
し
い
称
号
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
天
皇
」
は
「
礼
楽
」

を
担
う
者
の
称
号
と
し
て
定
義
さ
れ
、
そ
の
政
治
的
権
威
は
、
国
政

や
軍
事
に
与
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
「
将
軍
」
Ⅱ
「
国
王
」
号
の
提
唱

に
は
、
「
将
軍
」
Ⅱ
「
国
王
」
を
、
「
天
皇
」
よ
り
一
つ
身
分
的
に
下

位
に
位
置
づ
け
る
一
方
、
「
朝
廷
」
の
官
位
制
で
は
な
く
武
家
勲
階

制
の
施
行
に
よ
っ
て
全
て
の
武
士
階
級
と
の
間
に
確
固
た
る
主
従
関

係
を
構
築
し
、
さ
ら
に
「
朝
廷
」
を
除
く
全
て
の
日
本
人
民
を
そ
の

支
配
下
に
置
く
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
白
石
の
国
家
構
想
が

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
栗
田
・
宮
崎
両
氏
の
研
究
で
は
、
国
王

復
号
説
を
対
外
的
な
観
点
に
偏
重
し
て
考
察
し
、
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」

の
身
分
的
上
下
関
係
の
解
明
を
焦
点
と
し
た
が
、
上
記
の
白
石
の
国

家
構
想
に
は
考
察
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
本
稿
に
よ
っ
て
、
国
王

復
号
説
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
著
作
群
の
所
説
が
、
朝
鮮
と
の
敵
礼

の
構
築
と
い
う
対
外
的
な
課
題
だ
け
で
は
な
く
、
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」

の
位
置
づ
け
や
「
将
軍
」
を
頂
点
と
す
る
支
配
構
造
の
明
確
化
と
い

う
国
内
的
な
課
題
に
も
応
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ

お
わ
り
に
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誼
『
ノ
Ｏ

ま
た
、
白
石
の
政
治
戦
略
が
、
「
将
軍
」
に
「
礼
楽
」
「
征
伐
」
を

兼
備
さ
せ
、
「
将
軍
」
に
統
治
機
能
の
総
体
を
一
元
化
さ
せ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
ナ
カ
イ
氏
の
見
解
も
、
立
論
の
仕
方
に

不
備
が
あ
る
。
「
将
軍
」
に
統
治
機
能
の
総
体
を
保
持
さ
せ
る
な
ら
ば
、

白
石
は
「
天
子
」
号
を
付
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
「
将
軍
」
に

相
応
し
い
称
号
と
し
て
創
出
さ
れ
た
の
は
、
「
国
王
」
号
で
あ
っ
た
。

白
石
の
定
義
に
お
い
て
は
、
「
国
王
」
号
は
、
統
治
機
能
の
総
体
を

保
持
す
る
者
の
称
号
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
統
治
機
能
の
一

つ
で
あ
る
「
礼
楽
」
は
「
天
皇
」
に
属
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
白
石
が
対
時
し
た
問
題
と
は
、
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」
と
に

よ
る
統
治
機
能
の
分
割
で
は
な
い
・
白
石
は
、
武
家
に
は
「
武
事
」

（
征
伐
）
を
、
朝
家
に
は
「
文
事
」
（
礼
楽
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
担
う
べ
き

職
掌
と
し
て
提
示
し
、
「
神
祖
」
家
康
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
「
朝
幕
」

関
係
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
。
白
石
は
、
こ
う
し
た
近
世
初
頭
以

来
の
二
元
的
な
主
権
構
造
を
覆
す
構
想
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
武
家
勲
階
制
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
「
将
軍
」
Ｉ
「
国
王
」
を

頂
点
と
し
て
「
朝
廷
」
を
除
く
全
人
民
を
、
「
名
」
「
実
」
共
に
そ
の

支
配
下
に
置
く
こ
と
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
構
想
を
抱
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
徳
川
政
権
の
実
質
的
な
全
国
支
配
に
理
論

的
根
拠
を
与
え
よ
う
と
す
る
白
石
の
意
図
を
窺
知
で
き
る
の
だ
。

こ
う
し
た
白
石
の
国
家
構
想
は
、
徳
川
政
権
の
実
質
的
な
支
配
方

式
を
、
「
国
王
」
号
や
武
家
勲
階
制
な
ど
の
「
名
」
に
よ
っ
て
正
当

化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
実
」
に
相
応
し
い

「
名
」
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
徳
川
政
権
の
正
当
化
を
図
ろ
う
と

し
た
政
治
構
想
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
実
」
を
前
提
に
し
て
そ
れ
に
相
応
し
い
「
名
」
を
与

え
る
と
い
う
白
石
の
正
名
思
想
こ
そ
が
、
白
石
と
そ
の
批
判
者
と
の

決
別
点
で
あ
っ
た
。

白
石
の
国
王
復
号
を
批
判
し
た
芳
洲
は
、
書
面
に
お
い
て
敵
礼
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
側
が
使
用
す
る
「
大
君
」
と
い
う

名
号
が
「
日
本
国
王
」
を
実
質
的
に
表
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
、

し
た
が
っ
て
「
日
本
国
王
」
と
い
う
名
号
を
使
用
し
な
い
こ
と
を
恥

辱
に
思
う
こ
と
は
お
か
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

朝
鮮
よ
り
之
書
簡
ニ
ハ
毎
度
朝
鮮
国
李
諄
、
奉
書
日
本
国
大
君

殿
下
と
書
載
被
致
候
。
一
国
之
主
よ
り
他
国
の
臣
子
に
書
通
致

候
時
、
或
害
奉
書
、
或
書
殿
下
、
且
又
王
諄
を
書
載
可
被
仕
候

哉
。
其
上
、
害
一
々
敵
礼
之
文
句
二
て
候
ヘ
ハ
、
大
君
之
称
ハ

日
本
国
王
之
称
号
二
而
候
と
被
存
候
段
、
紛
無
之
候
処
二
、
何

（
“
）

迩
恥
辱
之
称
号
と
ハ
御
覧
被
成
候
哉
。

白
石
か
ら
す
れ
ば
、
芳
洲
の
こ
の
見
解
こ
そ
「
名
」
と
「
実
」
の
乖

離
で
あ
り
、
白
石
が
国
王
復
号
で
克
服
し
よ
う
と
し
た
問
題
は
ま
さ

に
こ
こ
に
あ
っ
た
。

さ
て
近
世
後
期
の
尊
皇
思
想
の
高
揚
の
契
機
と
も
な
る
「
大
政
委
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任
論
」
を
、
幕
閣
と
し
て
初
め
て
松
平
定
信
が
表
明
す
る
が
、
そ
の

定
信
の
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
で
あ
る
中
井
竹
山
は
白
石
の
国
王
復
号
説

参
学
」
、

故
白
石
ノ
国
王
ノ
議
ハ
、
ツ
マ
ル
所
ハ
外
国
ヘ
ノ
見
ヘ
ヲ
オ
モ

ト
シ
、
マ
ギ
ラ
カ
シ
ニ
称
シ
、
漢
文
ニ
ワ
タ
シ
景
気
ョ
キ
ャ
ウ

ニ
ノ
ミ
図
リ
、
ソ
レ
ニ
無
理
ナ
ル
分
疏
ヲ
施
シ
タ
ル
ニ
チ
ガ
イ

（
“
）

ヒ
ハ
ナ
シ
。
ソ
ノ
姦
謀
タ
ル
ャ
甚
シ
。

と
酷
評
し
、
「
将
軍
」
に
「
国
王
」
と
い
う
称
号
を
付
す
こ
と
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ソ
ノ
上
国
王
ハ
外
国
ノ
ミ
ヘ
バ
カ
リ
ニ
テ
、
我
国
中
二
少
シ
モ

通
用
セ
ラ
レ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
。
（
中
略
）
モ
シ
国
王
ヲ
以
テ
通
称
ト

定
玉
上
、
書
状
ニ
モ
王
様
卜
認
メ
ョ
ト
ノ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
大
二

（
妬
）

観
聴
ヲ
骸
ス
ベ
シ
。

白
石
の
国
家
構
想
に
お
い
て
は
、
「
天
皇
」
と
「
将
軍
」
と
に
身

分
的
な
上
下
関
係
は
あ
る
も
の
の
、
二
者
が
主
従
関
係
で
結
ば
れ
て

い
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
朝
廷
」
以
外
の
全

人
民
は
、
「
天
皇
」
の
臣
下
で
は
な
く
、
「
将
軍
」
の
臣
下
と
し
て
措

定
さ
れ
て
い
た
。
白
石
は
、
「
天
皇
」
↓
「
朝
廷
」
、
「
将
軍
」
↓
武

家
を
含
む
全
人
民
と
い
う
近
世
初
頭
以
来
の
実
質
的
な
二
元
的
支
配

構
造
に
対
し
て
、
国
王
復
号
説
・
武
家
勲
階
制
な
ど
の
理
論
的
な
根

拠
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
政
委
任
論
や
王
臣
論
で
は
、
「
将
軍
」

を
含
む
す
べ
て
の
者
は
、
「
王
」
で
あ
る
「
天
皇
」
の
臣
下
と
さ
れ
、

「
天
皇
」
を
頂
点
と
し
た
君
臣
関
係
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

大
政
委
任
論
や
王
臣
論
で
は
、
白
石
の
国
家
構
想
と
は
対
照
的
に
、

「
天
皇
」
を
頂
点
と
し
た
一
元
的
な
主
従
関
係
を
表
明
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
徳
川
政
権
の
安
定
化
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

大
政
委
任
論
は
、
「
幕
府
」
が
公
家
を
直
接
的
に
処
罰
す
る
こ
と

や
「
幕
府
」
に
対
す
る
「
朝
廷
」
の
干
渉
を
排
除
す
る
こ
と
に
一
定

の
根
拠
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
た
。
し
か
し
、
後
に
尊
皇
思
想
の
高

揚
や
倒
幕
運
動
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
徳
川
政
権
に

と
っ
て
ま
さ
し
く
諸
刃
の
剣
で
あ
っ
た
。

（
付
記
）

＊
引
用
資
料
中
、
『
新
井
白
石
全
集
』
（
国
耆
刊
行
会
、
一
九
○
五
年
）

は
、
「
全
集
」
と
略
記
し
、
巻
数
、
頁
数
は
「
＊
Ｉ
＊
＊
＊
」
と
い

う
形
で
記
し
た
。

＊
資
料
中
の
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。

注
（
１
）
渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』
「
序
い
く
つ
か
の
日
本

史
用
語
に
つ
い
て
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
。

（
２
）
代
表
的
な
研
究
と
し
て
藤
田
覚
氏
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
最

近
の
業
績
を
ま
と
め
た
も
の
に
『
近
世
政
治
史
と
天
皇
』
（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
九
年
）
が
あ
る
。

（
３
）
注
（
２
）
第
三
章
「
朝
幕
関
係
の
転
換
ｌ
大
政
委
任
論
・
王
臣
論
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の
成
立
ｌ
」
、
初
出
は
「
近
世
朝
幕
関
係
の
転
換
ｌ
大
政
委
任
論
・

王
臣
論
の
成
立
ｌ
」
（
『
歴
史
評
論
』
五
○
○
、
一
九
九
一
年
）
。

（
４
）
『
徳
川
十
五
代
史
』
七
（
博
文
館
、
一
八
九
三
年
）
。

（
５
）
『
興
国
の
偉
人
新
井
白
石
』
（
広
文
堂
、
一
九
一
七
年
）
。

（
６
）
『
新
井
白
石
の
文
治
政
治
』
第
五
章
「
外
交
儀
礼
の
更
正
と
文

化
の
発
揮
」
及
び
第
六
章
「
皇
運
の
確
保
と
文
化
の
促
進
」
（
石
崎

書
店
、
一
九
五
二
年
）
。

（
７
）
「
新
井
白
石
と
復
号
問
題
」
（
『
史
林
』
九
’
三
、
一
九
三
八
年
）
。

（
８
）
『
新
井
白
石
の
研
究
』
第
三
章
「
日
本
国
王
号
の
復
行
」
（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
五
八
年
、
増
訂
版
一
九
六
九
年
）
。

（
９
）
ナ
カ
イ
氏
の
言
う
「
王
権
」
と
は
、
国
家
統
治
に
際
し
て
の
機

能
・
原
理
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
他
に
、
ナ
カ
イ
氏
の
論
考
で

は
、
「
包
括
的
権
威
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
帥
）
ぬ
言
函
晨
菖
ミ
エ
ミ
尽
め
恥
澤
昌
一
配
色
雪
馬
萱
色
員
喜
、
、
忌
薑
②
、
“
具

ご
雪
曾
ご
自
記
ミ
、
（
○
呂
邑
三
目
匿
望
ン
望
目
の
白
昌
＄
函
胃
畠
ａ

ご
己
く
①
『
の
ご
｝
ご
認
）
後
、
邦
訳
が
『
新
井
白
石
の
政
治
戦
略
ｌ
儒

学
と
史
論
ｌ
』
（
平
石
直
昭
他
訳
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
一
年
）

と
し
て
刊
行
、
「
「
礼
楽
」
・
「
征
伐
」
の
再
統
一
ｌ
新
井
白
石
の
将
軍

権
力
再
構
築
構
想
と
そ
の
挫
折
の
意
味
す
る
も
の
ｌ
」
（
『
季
刊
日
本

思
想
史
』
三
一
号
、
一
九
八
八
年
）
、
「
徳
川
朝
幕
関
係
の
再
編
ｌ
新

井
白
石
の
幕
府
王
権
論
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
日
本
思
想
史
学
』
二
七

号
、
一
九
九
五
年
）
・

（
Ⅱ
）
『
朝
鮮
国
信
書
の
式
の
事
』
（
全
集
四
’
六
七
二
。
な
お
『
朝

鮮
国
信
書
の
式
の
事
』
の
成
立
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
○
）
頃
か
。

（
皿
）
『
殊
号
事
略
』
上
（
全
集
三
’
六
二
五
）
。
な
お
『
殊
号
事
略
』

の
成
立
に
つ
い
て
、
宮
崎
前
掲
書
で
は
正
徳
三
年
後
享
保
元
年
（
一

七
一
三
’
一
七
一
六
）
の
間
と
し
、
『
新
井
白
石
日
記
』
（
東
京
大
学

史
料
編
墓
所
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
所
収
の
年
譜
で
は
、
享

保
元
年
と
し
て
い
る
。

（
坦
同
前
、
三
’
六
一
二
・

（
Ｍ
）
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
、
対
馬
藩
の
重
臣
柳
川
調
興
が
、
幕

閣
か
ら
の
信
任
と
対
朝
鮮
交
渉
に
お
け
る
自
負
を
背
景
に
、
藩
主
宗

義
成
と
対
立
し
、
双
方
が
幕
府
に
出
訴
し
た
事
件
。
審
理
の
過
程
で
、

調
興
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
の
二

度
に
渉
り
、
朝
鮮
へ
の
返
書
に
お
け
る
「
将
軍
」
の
自
称
が
「
日
本

国
源
某
」
か
ら
「
日
本
国
王
源
某
」
へ
と
改
霞
さ
れ
た
こ
と
を
暴
露

し
た
。

危
）
『
殊
号
事
略
』
下
（
全
集
三
’
六
三
二
・

（
賂
）
対
馬
守
豊
前
守
等
の
父
子
日
本
朝
鮮
和
議
の
事
を
仰
蒙
り
し
よ

り
此
の
か
た
其
平
ぎ
成
し
に
至
ま
で
、
六
年
の
間
事
勢
し
き
り
に
変

ぜ
し
事
ど
も
あ
り
し
う
ち
に
、
東
照
宮
征
夷
大
将
軍
の
宣
旨
を
蒙
せ

給
ひ
し
後
に
、
日
本
の
大
将
軍
好
を
修
せ
ら
る
べ
き
の
仰
あ
り
な
ど

い
ふ
事
に
就
て
、
朝
鮮
の
国
王
を
以
て
い
か
で
か
日
本
の
将
軍
と
隣

国
の
礼
を
交
ら
、
事
あ
る
べ
き
と
て
事
す
で
に
破
れ
ん
と
せ
し
事
あ

り
。
是
は
本
朝
に
し
て
は
、
古
へ
源
頼
朝
鎌
倉
に
府
を
開
か
れ
征
夷

の
宣
旨
を
な
さ
れ
し
よ
り
此
か
た
、
此
職
を
以
て
重
任
の
事
と
せ
ら

る
、
事
に
は
な
り
き
。
凡
将
軍
と
は
其
軍
の
将
た
る
も
の
、
称
な
れ

ば
、
対
馬
守
が
家
人
柳
川
豊
前
守
が
事
を
も
、
大
明
朝
鮮
の
書
に
は

倭
将
軍
平
調
信
と
し
る
さ
れ
し
事
な
れ
ば
、
彼
国
の
君
臣
は
か
く
は

申
せ
し
也
。
（
『
殊
号
事
略
』
下
、
全
集
三
’
六
三
三
）

（
Ⅳ
）
例
え
ば
「
天
下
つ
ひ
に
神
祖
に
服
せ
し
こ
と
、
天
命
の
帰
す
る

所
、
神
武
の
致
し
給
ふ
所
な
り
」
（
『
進
呈
之
案
』
、
全
集
六
’
二
六
九
）
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と
あ
り
、
『
読
史
余
論
』
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
白
石
は
、
日
本
歴

史
上
で
天
命
が
下
っ
た
政
権
は
、
古
代
の
天
皇
家
の
政
権
と
当
代
の

徳
川
政
権
の
み
を
考
え
て
い
る
。
白
石
の
歴
史
思
想
に
つ
い
て
は
、

勝
田
勝
年
『
新
井
白
石
の
歴
史
学
』
（
厚
生
閣
、
一
九
三
九
年
）
、
玉

懸
博
之
「
『
読
史
余
論
』
の
歴
史
観
」
（
『
日
本
思
想
史
研
究
』
三
号
、

一
九
六
九
年
）
、
同
「
新
井
白
石
ｌ
そ
の
思
想
的
営
為
と
基
本
的
思

惟
様
式
ｌ
」
（
相
良
亨
他
編
『
江
戸
の
思
想
家
た
ち
』
上
、
研
究
社

出
版
、
一
九
七
四
年
）
、
石
毛
忠
「
江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
天
の

思
想
ｌ
新
井
白
石
の
天
観
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
日
本
思
想
史
研
究
』

三
号
、
一
九
六
九
年
）
、
小
沢
栄
一
『
近
世
史
学
思
想
史
研
究
』
（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
。

（
坦
注
（
帥
）
の
論
文
。

（
的
）
『
坐
間
筆
語
』
（
全
集
四
’
七
二
四
）
・
成
立
は
正
徳
元
年
（
一

七
一
二
・

（
別
）
全
集
六
’
四
七
八
’
四
七
九
。
『
武
家
官
位
装
束
考
』
と
い
う

書
名
は
、
国
書
刊
行
会
が
全
集
編
蟇
の
際
に
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。

成
立
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
○
）
頃
か
。

（
別
）
「
移
風
易
俗
、
莫
善
於
楽
。
安
上
治
民
、
莫
善
於
礼
。
」
（
『
孝
経
』

広
要
道
章
）
・

（
〃
）
『
殊
号
事
略
』
下
（
全
集
三
’
六
三
六
’
六
三
七
）
・

（
路
）
『
朝
鮮
国
信
書
の
式
の
事
』
（
全
集
四
’
六
七
三
・

（
別
）
正
徳
元
年
三
月
十
四
日
付
「
与
新
井
白
石
書
」
『
国
王
称
号
論
』

（
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
八
巻
所
収
、
山
口
県
教
育
会
、
岩
波
書
店
、

一
九
三
五
年
）
。

※
『
橘
窓
文
集
』
巻
之
二
、
「
論
国
王
事
与
某
人
書
」
（
関
西
大
学

東
西
学
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
十
一
’
二
、
一
九
八
○
年
）
。

（
空
正
徳
元
年
三
月
二
十
三
日
付
白
石
宛
書
簡
、
『
国
王
称
号
論
』

（
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
八
巻
所
収
、
山
口
県
教
育
会
、
岩
波
書
店
、

一
九
三
五
年
）
・

（
錘
近
衛
家
文
書
、
正
徳
元
年
七
月
十
六
日
。
注
（
６
）
の
害
四
九
○

頁
。

（
〃
）
正
徳
元
年
三
月
二
十
三
日
白
石
宛
書
簡
、
『
国
王
称
号
論
』

（
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
八
巻
所
収
、
山
口
県
教
育
会
、
岩
波
書
店
、

一
九
三
五
年
）
・

（
翌
『
読
史
余
論
』
と
、
国
王
復
号
に
関
す
る
一
連
の
著
作
群
と
は
、

そ
の
成
立
時
期
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
い
る
。
『
読
史
余
論
』
の
起
稿

は
正
徳
元
年
（
一
七
一
二
で
定
稿
が
享
保
九
年
（
一
七
二
四
で

あ
り
、
国
王
復
号
に
関
す
る
著
作
で
あ
る
『
朝
鮮
国
信
書
の
式
の
事
』

は
宝
永
七
年
頃
（
一
七
一
○
）
成
立
、
『
国
耆
復
号
紀
事
』
は
正
徳

二
年
（
一
七
一
三
成
立
、
『
殊
号
事
略
』
は
正
徳
三
年
（
一
七
二
三

か
ら
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
の
間
に
成
立
、
『
朝
鮮
聰
使
後
議
』

は
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
頃
成
立
し
て
い
る
。

（
空
日
本
思
想
大
系
『
新
井
白
石
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）

所
収
『
読
史
余
論
』
、
一
八
六
頁
。

（
約
）
同
前
三
六
九
頁
。

（
型
同
前
四
二
八
頁
。

（
聖
尾
藤
正
英
「
新
井
白
石
の
歴
史
思
想
」
（
日
本
思
想
大
系
『
新

井
白
石
』
所
収
、
一
九
七
五
年
）
、
本
郷
隆
盛
「
新
井
白
石
の
政
治

思
想
と
世
界
像
Ｉ
日
本
的
習
俗
へ
の
挑
戦
ｌ
」
（
『
宮
城
教
育
大
学
紀

要
』
第
三
一
巻
第
一
分
冊
、
一
九
九
六
年
）
・

（
銘
）
日
本
思
想
大
系
『
新
井
白
石
』
所
収
『
読
史
余
論
』
、
三
六
九
頁
。

（
型
『
武
家
官
位
装
束
考
』
（
全
集
六
’
四
六
九
）
。
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（
“
）
『
竹
山
国
字
犢
』
下
二
八
丁
表
（
『
懐
徳
堂
遺
言
』
三
、
懐
徳
堂

記
念
会
、
一
九
二
年
）
。

（
鳴
）
正
徳
元
年
三
月
二
十
三
日
付
白
石
宛
書
簡
、
『
国
王
称
号
論
』

（
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
八
巻
所
収
、
山
口
県
教
育
会
、
岩
波
書
店
、

（
蛇
）
同
前
、
四
七
二
’
四
七
三
頁
。

（
似
）
白
石
の
批
判
者
で
あ
っ
た
荻
生
祖
侠
に
も
、
現
行
の
官
位
制
に

対
す
る
白
石
と
同
様
な
危
機
意
識
が
見
ら
れ
る
。

且
天
下
ノ
諸
大
名
皆
々
御
家
来
ナ
レ
ド
モ
、
官
位
ハ
上
方
ョ
リ
論

旨
・
位
記
ヲ
被
下
コ
ト
ナ
ル
故
、
下
心
ニ
ハ
禁
裏
ヲ
誠
ノ
君
卜
存

ズ
ル
輩
モ
可
有
。
当
分
唯
御
威
勢
二
恐
テ
御
家
来
二
成
タ
ル
ト
云

迄
ノ
コ
ト
ナ
ド
、
ノ
不
失
心
根
（
、
世
ノ
末
二
成
タ
ラ
ン
ト
キ
、

安
心
難
成
筋
モ
有
也
。
（
『
政
談
』
巻
之
三
、
日
本
思
想
大
系
『
荻

安
心
難
成
筋
モ
有
也
。

（
記
）
『
武
家
官
位
装
束
考
』

（
訂
）
同
前
、
四
七
五
頁
。

（
銘
）
同
前
、
四
七
○
頁
。

（
胡
）
同
前
、
四
七
一
頁
。

（
伽
）
同
前
、
四
七
一
頁
。

（
記
）
『
武
家
官
位
装
束
考
』

（
全
集
六
’
四
六
七
）
。

（
弱
）
朝
尾
直
弘
「
幕
藩
制
と
天
皇
」
（
『
大
系
日
本
国
家
史
』
三
所
収
、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
）
、
深
谷
克
己
「
領
主
権
力
と
「
武

家
官
位
」
」
（
『
講
座
日
本
近
世
史
一
幕
藩
制
国
家
の
成
立
』
所
収
、

有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
、
後
『
近
世
の
国
家
・
社
会
と
天
皇
』
に
収

こ
う
し
た
危
機
感
の
下
、
柤
侠
も
、
武
家
勲
階
制
を
提
唱
す
る
が
、

そ
の
先
鞭
は
白
石
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

録
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
）
。

一
九
三
五
年
）
。

生
柤
侠
』
三
四
八
頁
）

（
妬
）
同
前
。

（
東
北
大
学
大
学
院
）
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